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電 気 通 信 役 務 利 用 放 送 法 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 省 令 案 新 旧 対 照 表 

（ 傍 線 部 分 は 改 正 部 分 ） 
○ 電 気 通 信 役 務 利 用 放 送 法 施 行 規 則 （ 平 成 十 四 年 総 務 省 令 第 五 号 ） 

改 正 案 現    行 

（ 有 料 放 送 事 業 者 の 数 ） 

第 三 十 五 条 の 二 法 第 十 五 条 に お い て 準 用 す る 放 送 法 第 五 十 二 条 の 六

の 二 第 一 項 の 総 務 省 令 で 定 め る 有 料 放 送 事 業 者 の 数 は 、 次 の 各 号 に

掲 げ る 区 分 に 応 じ 、 当 該 各 号 に 定 め る 数 と す る 。 

一 衛 星 役 務 利 用 放 送 を 行 う 有 料 放 送 事 業 者 の た め に 有 料 放 送 管 理

業 務 （ 法 第 十 五 条 に お い て 準 用 す る 放 送 法 第 五 十 二 条 の 六 の 二 第

一 項 に 規 定 す る 有 料 放 送 管 理 業 務 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） を 行 う 場

合 十 （ 衛 星 役 務 利 用 放 送 を 行 う 有 料 放 送 事 業 者 に 限 る 。 ） 。 た

だ し 、 放 送 法 第 五 十 二 条 の 四 第 一 項 に 規 定 す る 有 料 放 送 事 業 者

（ 移 動 受 信 用 地 上 放 送 （ 放 送 法 第 二 条 第 二 号 の 二 の 六 に 規 定 す る

移 動 受 信 用 地 上 放 送 を い う 。 ） を 行 う 有 料 放 送 事 業 者 を 除 く 。 ）

の た め に 同 法 第 五 十 二 条 の 六 の 二 第 一 項 に 規 定 す る 有 料 放 送 管 理

業 務 を 併 せ て 行 う 場 合 に お い て は 、 十 か ら 当 該 有 料 放 送 事 業 者 の

数 を 控 除 し た 数 （ 控 除 し た 数 が 零 以 下 と な る 場 合 に お い て は 一 ）

と す る 。 

二 有 線 役 務 利 用 放 送 を 行 う 有 料 放 送 事 業 者 の た め に 有 料 放 送 管 理

業 務 を 行 う 場 合 十 （ 有 線 役 務 利 用 放 送 を 行 う 有 料 放 送 事 業 者 に

限 る 。 ） 

（ 有 料 放 送 事 業 者 の 数 ） 

第 三 十 五 条 の 二 法 第 十 五 条 に お い て 準 用 す る 放 送 法 第 五 十 二 条 の 六

の 二 第 一 項 の 総 務 省 令 で 定 め る 有 料 放 送 事 業 者 の 数 は 、 次 の 各 号 に

掲 げ る 区 分 に 応 じ 、 当 該 各 号 に 定 め る 数 と す る 。 

一 衛 星 役 務 利 用 放 送 を 行 う 有 料 放 送 事 業 者 の た め に 有 料 放 送 管 理

業 務 （ 法 第 十 五 条 に お い て 準 用 す る 放 送 法 第 五 十 二 条 の 六 の 二 第

一 項 に 規 定 す る 有 料 放 送 管 理 業 務 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） を 行 う 場

合 十 （ 衛 星 役 務 利 用 放 送 を 行 う 有 料 放 送 事 業 者 に 限 る 。 ） 。 た

だ し 、 放 送 法 第 五 十 二 条 の 四 第 一 項 に 規 定 す る 有 料 放 送 事 業 者 の

た め に 同 法 第 五 十 二 条 の 六 の 二 第 一 項 に 規 定 す る 有 料 放 送 管 理 業

務 を 併 せ て 行 う 場 合 に お い て は 、 十 か ら 当 該 有 料 放 送 事 業 者 の 数

を 控 除 し た 数 （ 控 除 し た 数 が 零 以 下 と な る 場 合 に お い て は 一 ） と

す る 。 

 

 

 

二 有 線 役 務 利 用 放 送 を 行 う 有 料 放 送 事 業 者 の た め に 有 料 放 送 管 理

業 務 を 行 う 場 合 十 （ 有 線 役 務 利 用 放 送 を 行 う 有 料 放 送 事 業 者 に

限 る 。 ） 
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